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答申第 855号 

諮問第 1506号 

件名：予言書の不開示（不存在）決定に関する件 

 

答     申 

 

１ 審査会の結論 

愛知県知事（以下「知事」という。）が、別記の開示請求に係る行政文書（以

下「本件請求対象文書」という。）について、不存在を理由として不開示とし

たことは妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

(1) 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、審査請求人が平成 28 年 4 月 28 日付けで愛知県

情報公開条例（平成 12年愛知県条例第 19号。以下「条例」という。）に基

づき行った開示請求に対し、知事が同年 5月 12日付けで行った不開示決定

の取消しを求めるというものである。 

(2) 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、次のとおりである。 

職員が発言しているから根拠になる文書があるはず。 

当該職員が根拠無く発言する事は考えにくい。 

発言の内に“仮に･･･”と言うものであるが当方は建設部河川課（以下「河

川課」という。）にマニュアルと想しき文書があっての発言であると考えて

いる。 

 

３ 実施機関の主張要旨 

実施機関の主張は、次の理由により本件請求対象文書を作成又は取得して

おらず、不存在であるので、不開示としたというものである。 

(1) 本件請求対象文書について 

河川課の特定の職員に確認したところ、仮に現在の公務員制度がなくなっ

たとしたら別の現在の公務員制度のようなものができるのではないかとい

う旨の発言をした記憶があるとのことであったが、個人的な感想を述べた

にすぎないとのことであった。 

また、予言書とは、一般的には未来の事象について書かれた文書と解さ

れるが、特定の職員の行った発言についてのものであるため、当該発言の

根拠が書かれた文書と解した。 

よって、本件請求対象文書は、河川課の特定の職員が発言した前記の感
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想に関する根拠が書かれた文書と解した。 

(2) 本件請求対象文書の存否について 

行政文書とは、職務上作成又は取得されるものであるが、職員の全ての

個人的な言動について作成されることはない。 

また、個人的な感想を述べることについて、根拠が書かれた文書を作成

しておく必要性もない。 

よって、本件請求対象文書を作成又は取得しておらず、開示請求に係る

行政文書を管理していないことから、不開示とした。 

 

４ 審査会の判断 

(1) 判断に当たっての基本的考え方 

条例第 5 条に規定されているとおり、何人も行政文書の開示を請求する

権利が保障されているが、開示請求権が認められるためには、実施機関が

行政文書を管理し、当該文書が存在することが前提となる。 

当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの

ないよう、実施機関及び審査請求人のそれぞれの主張から、本件請求対象

文書の存否について、以下判断するものである。 

(2) 本件請求対象文書について 

行政文書開示請求書及び審査請求書並びに実施機関が作成した弁明書の

内容を総合すると、本件請求対象文書は、仮に現在の公務員制度がなくなっ

たとしたら別の現在の公務員制度のようなものができるのではないかとい

う旨の個人的な感想である河川課の特定の職員の発言に関する根拠が記載

された文書であると解される。 

(3) 本件請求対象文書の存否について 

実施機関によれば、職員の全ての個人的な言動について行政文書を作成す

ることはなく、個人的な感想を述べることについて根拠が書かれた文書を

作成しておく必要性もないとのことである。 

一般的に、個別の職員の個人的な感想である発言について根拠が記載さ

れた文書は作成されていないと解されることからすれば、本件請求対象文

書を作成又は取得しておらず、不存在であるとしたことについての実施機

関の説明に、特段不自然、不合理な点があるとは認められない。 

(4) まとめ 

以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。 
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別記 

河川課の特定の職員の言わしめる所の予言書 

“今の公務員が仮に居なくなったとしても別の公務員みたいなのが出てくる

かもねぇ～！”と言っていた。 
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（審査会の処理経過） 

年 月 日 内                        容 

2 8 .  9 .  2 諮問 

同 日 実施機関から弁明書の写しを受理 

2 9 .  1 . 1 8 

(第 51 0 回 審 査 会 ) 
実施機関職員から不開示理由等を聴取 

2 9 .  9 . 1 2 

(第 53 1 回 審 査 会 ) 
審議 

2 9 . 1 2 . 1 8 答申 

 


